


























































要約

総督府は医師規則を通 じて西洋医学専攻者だけを医者 として規定 し、

医生規則を通 じて、従来朝鮮の代表的な医療人である漢方医を正規の

医師ではなく医師の補助人力 として規定することによって、朝鮮 にお

いて西洋医学中心の医学大系を定着させる法律的基盤を設 けた。しか

し漢医学を否定 し漢方医たちを正規の医者 として認 めなかったが、総

督府は漢医学の完全排除を推進することができなかった。まず、民衆

を中心 とした漢医学に対する信頼が高かったし、より現実的な理由は

西洋医学を専攻 した医者が不足する現実状況により、地方をはじめと

して医療の疎外地域の医療供給の問題 を解決することが出来なかった

ためである。

医療人の養成 と関連 して、総督府は漢方医を代替するような西洋医

学教育機関の設立よりは医者試験 を通 じた医者の増加を推進する一方、

医生規則の付属条項のなかで過渡期的な医生の養成 を許すことなどの

臨時的な措置を取った。 とくに医者の養成のため医者試験の資格基準

を日本 より緩和 し、合格要件を多様化する方法を取った。このような

様相は、総督府が西洋医学に基づいた医学大系を樹立しなければなら

ないという名分にこだわ り、医者養成に対する対策が整えられていな

い状態で、一方的に医療人関連の法規 を制定 したことを示している。

一方、総督府は薬品及薬品営業取締令を頒布 し、薬品関連の医療人

を薬製師、薬種商、製薬者、売薬業者 と分類したが、その主な施行対

象は漢方医たちであった。 この法規の頒布により、既存の西洋薬品を

自由に使用していた漢方医たちはその使用が制限され、職種 を区分さ

れると同時に、活動において総督府の認可を得なければならなかった。

医療人関連の法規の頒布は、従来決 まった資格基準無しに、恣意的

な活動 を行ってきた医療人に対 し、客観的な資格要件を設 けたという

点で、肯定的な意味をもつ。そして資格要件を満たした人々に公式免

許 を付与 したことは、従来蔑まれてきた医療人の権威 を向上 させる結

果 をもたらした。 ところが法規頒布の目的は日帝が先立って受容 した

西洋医学の優秀性を強調することで、植民支配の名分を獲得 しようと
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するところにあり、その志向は漢方医を正式医師 として認めながら東

西併存の医学大系を追求した大韓帝国のそれ とは大別 されるものであ

った。そしてその後、総督府の認可無 しには公式的な医療行為が不可

能 となった点において、新しい国家機関である総督府の権力を医療分

野に浸透 させる結果を生んだのである。
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